遊休農地有効活用事業費補助金交付要綱

第１  趣  旨

    町長は、遊休農地等の解消と有効活用を図るため、遊休農地有効活用事業実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、その事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則（平成２２年規則第３９号、以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

第２  補助金の交付対象事業及び補助率

    この補助金の交付対象事業及び補助率は、別表のとおりとする。

第３  補助金交付の申請

    補助金の交付を受けようとするときは、規則第４条により補助金交付申請書を別記様式第１号により別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

第４  補助金交付の条件

    規則第６条に規定する補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

  １  事業に要する経費、又は事業の内容について重要な変更をしようとするときは、計画変更について町長に申し出ること。

  ２  事業の予定期間内に完了する見込みのない場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

  ３  事業により取得した財産は、充分な管理と効率的な運用を図る。

第５  補助金の交付

    補助金は、原則として事業完了後に提出された実績報告書に基づき交付するものとする。

第６  実績報告書

    規則第１２条による実績報告書は、別記様式第２号により町長に報告するものとする。

    附  則

  この要綱は、平成２２年３月８日より施行する。

遊休農地有効活用事業実施要領

第１  目  的

    近年、本町の農用地においては、遊休農地が顕著であり、農業生産の阻害、さらには病害虫の巣ともなっている。

    このため、遊休農地等の解消と有効活用を推進する。

第２  事業の実施地区

  １　町農業振興地域の農用地区域内であること。

　２　今後農用地として活用が見込みこまれ、農業振興地域の農用地に編入すること。
第３  事業の内容

  １  事業種目及び事業種目及び事業費規模は、別記１のとおりとする。

  ２  事業の実施期間は１年とする。

第４  事業の実施

    事業実施者が、所要の手続きを経て実施する。

第５  助  成

    町は、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について助成を行う。

  １  本事業の補助率は、定額又は、２分の１以内とする。

第６  委  任

    この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定め

る

    附  則

  この要領は、平成２２年３月８日より施行する。

　
（別記１）

事 業 種 目 及 び 事 業 費 規 模

	事業種目
	事業実施主体
	補助率及び標準事業費

	新規植栽苗木代
	所有者又は耕作者
	補助率： １／２以内

事業費： 10ａ当たり30,000円を限度とする。

	遊休農地（荒廃状態）の整地代
	所有者又は耕作者
	補助率：定額又は実経費
事業費：10a当たり50,000円を
　　　　限度とし、新規耕作（果樹）の場合に限る


